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ベ
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３
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お知らせ

「
#一
番
住
み
た
い
愛
知
Ｓ
Ｎ
Ｓ
フ
ォ
ト

コ
ン
テ
ス
ト
２
０
２
０
」
の
作
品
募
集

■問
愛
知
県
政
策
企
画
局
企
画
調
整
部
地
方

創
生
課
☎
052（
954
）６
０
９
３

https://turns.jp/38678

▼
内
容
／〝
愛
知
県
の
素
敵
な
ヒ
ト
・
モ
ノ
・

コ
ト・バ
シ
ョ
〟の
写
真
を
、
専
用
ハ
ッ
シ
ュ

タ
グ
を
付
け
て
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
ま
た
は
ツ

イ
ッ
タ
ー
で
投
稿
す
る「
#
一
番
住
み
た
い

愛
知
Ｓ
Ｎ
Ｓ
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
２
０
２

０
」の
作
品
を
募
集
。「
夏
」「
秋
」「
冬
」の
三
部

門▼
募
集
期
間
／
令
和
3
年
1
月
31
日（
日
）ま
で

▼
そ
の
他
／
優
秀
作
品
の
応

募
者
に
は
、
愛
知
ゆ
か
り
の

素
敵
な
賞
品
有
りく

ら
し

母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費
受
給
者
証
の

更
新
は
お
済
み
で
す
か

■問
保
険
年
金
課

☎（
55
）７
１
１
９

▼
対
象
者
／
18
歳
以
下
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
母
子
や
父
子
家
庭
の
方
で
、
10
月
31
日

有
効
期
限
の
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方（
更

新
手
続
な
ど
を
さ
れ
て
い
な
い
方
）

※
所
得
制
限
あ
り

▼
更
新
時
の
持
ち
物
／

①
健
康
保
険
証

②
前
受
給
者
証

③
課
税
証
明
書
な
ど（
令
和
2
年
1
月
2
日
以

降
に
転
入
さ
れ
た
方
で
所
得
判
定
の
必
要
な
方
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
で

町
方
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会
に

活
動
備
品
を
整
備
し
ま
し
た

■問
市
民
協
働
課

☎（
55
）７
１
１
３

　
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
健
全
な
発
展
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、（
一
財
）自
治
総
合

セ
ン
タ
ー
か
ら
宝
く
じ
の
助
成
金
を
受
け
、

次
の
と
お
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
備
品
を
整

備
し
ま
し
た
。

・
太
鼓
・
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
用
品
な
ど

高
齢
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
事
業

の
対
象
者
を
拡
充
し
ま
し
た

■問
高
齢
福
祉
課

☎（
55
）７
１
１
６

▼
助
成
料
金
／
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
場
合

の
基
本
料
金
と
迎
車
回
送
料
金
を
助
成
し
ま

す
。
利
用
券
は
年
間（
年
度
）24
枚
で
す
。

▼
対
象
者
／
申
請
時
に
満
80
歳
以
上
の
方

▼
利
用
の
範
囲
／
居
宅
と
公
共
施
設
お
よ
び

医
療
機
関
の
間

▼
持
参
す
る
も
の
／
本
人
が
確
認
で
き
る
写

真（
縦
３
㎝
×
横
2.5
㎝
）、
印
鑑

※
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
の
わ
か
る
も
の

を
ご
持
参
い
た
だ
く
と
手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ

で
す
。

▼
申
請
先
／
高
齢
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所

社
会
保
険
料
控
除
を
年
末
調
整
で
行
う
方
へ

■問
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
に
つ
い
て

保
険
年
金
課

☎（
55
）７
１
１
９

■問
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

高
齢
福
祉
課

☎（
55
）７
１
１
６

　
令
和
２
年
中
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
国
民

健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
納
付
額
確
認
書
を
令
和
３
年
１

月
下
旬
に
送
付
す
る
予
定
で
す
。

　
年
末
調
整
で
必
要
な
方
は
、
問
い
合
わ
せ

先
ま
た
は
各
支
所
で
申
請
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
事
前
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
老
齢
・
退
職
年
金
な
ど
か
ら
の

特
別
徴
収
分
は
、
年
金
の
源
泉
徴
収
票
に
含

ま
れ
ま
す
の
で
、
年
末
調
整
で
給
与
の
源
泉

徴
収
票
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん（
納

付
額
確
認
書
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
）。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の
／

来
庁
さ
れ
る
方
の
身
分
証
明
書（
本
人
確
認
）

【
１
点
で
確
認
で
き
る
も
の
】

運
転
免
許
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
在

留
カ
ー
ド
・
特
別
永
住
者
証
明
書
・
旅
券
・

障
害
者
手
帳
な
ど

【
２
点（
２
種
類
）で
確
認
で
き
る
も
の
】

被
保
険
者
証
・
年
金
手
帳
・
年
金
証
書
・

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
・
預
貯
金
通
帳
・
診
察

券
な
ど

※
別
世
帯
の
方
が
申
請
さ
れ
る
場
合
は
委
任

状
が
必
要

指
定
管
理
者
決
定

■問
子
育
て
支
援
課

☎（
55
）７
１
１
８

　
令
和
２
年
６
月
１
日
～
７
月
２
日
に
募
集

し
ま
し
た
、
次
の
施
設
の
管
理
運
営
を
行
う

「
指
定
管
理
者
」が
決
定
し
ま
し
た
。

子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援

県
民
運
動
強
調
月
間

11
月
１
日（
日
）～
30
日（
月
）

ス
ロ
ー
ガ
ン

「
育
て
よ
う

　
　
　
自
分
に
勝
て
る
子　
負
け
な
い
子
」

市役所　〒496-8555（住所不要）　　FAX（26）1011　　  https://www.city.aisai.lg.jp/

施設名 指定管理者 指定期間

永和児童館 れんこん村・技研共同体

令和3年4月1日～
令和8年3月31日
（5年間）

勝幡児童館 社会福祉法人さくら会

草平児童館 社会福祉法人西川端保育園

立田北部子育て支援センター
社会福祉法人美和多福祉会

立田南部子育て支援センター

開治子育て支援センター 社会福祉法人八開福祉会


